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一
年
の
計
は
元
旦
に
あ

り
、
そ
の
意
味
を
理
解
し

実
行
し
て
い
る
人
は
ど
の

く
ら
い
い
る
だ
ろ
う
か
。

神
頼
み
だ
け
で
新
年
を
迎

え
て
は
い
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

昨
年
、
事
業
や
学
業
が

う
ま
く
い
っ
た
人
も
、
あ

ま
り
う
ま
く
い
か
な
か
っ

た
人
も
、
そ
れ
ぞ
れ
新
た

な
気
持
ち
で
今
年
の
計
画

を
立
て
、
ス
タ
ー
ト
ラ
イ

ン
に
並
ぶ
の
で
あ
る
。

　

常
に
前
向
き
に
、
こ
の

切
り
替
え
を
し
っ
か
り
と

や
る
こ
と
を
皆
さ
ん
に
も

お
勧
め
す
る
。

　

そ
の
上
で
の
神
頼
み
な

ら
、
さ
ら
に
効
果
が
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

今
年
も
市
政
に
多
大
な

る
ご
支
援
、
ご
協
力
を
い

た
だ
け
ま
す
よ
う
に
…
。

ね
が
い
ご
と

小
平
市
長

�
�
�
�
�
�
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医療費控除の対象となる医療費控除の対象となる
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確
定
申
告
の
際
に
、
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
は
医
療
費

控
除
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
（
下
表
）。

　

医
療
費
控
除
の
申
告
に
は
、

領
収
書
の
添
付
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

や
保
険
か
ら
の
払
い
戻
し
な
ど

利
用
料
の
補
て
ん
が
あ
る
場
合

は
、
支
払
っ
た
金
額
か
ら
補
て

ん
さ
れ
る
額
を
差
し
引
い
て
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

介
護
保
険
料
は
社
会
保
険
料

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
が
、

年
金
か
ら
保
険
料
を
引
か
れ
て

い
る
場
合
は
、
保
険
料
を
支
払

っ
て
い
る
の
は
年
金
受
給
者
な

の
で
、
そ
の
親
族
が
社
会
保
険

料
控
除
と
し
て
申
告
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

※
確
定
申
告
に
つ
い
て
は
、
東

村
山
税
務
署
に
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

�
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

は
、
確
認
書
で
代
用
で
き
ま
す

　

確
定
申
告
で
お
む
つ
代
が
医

療
費
控
除
と
し
て
認
め
ら
れ
る

た
め
に
は
、
医
師
の
お
む
つ
使

用
証
明
書
が
必
要
で
す
が
、
次

の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、

小
平
市
が
交
付
す
る
確
認
書
で

代
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

交
付
を
希
望
す
る
方
は
、
事
前

に
介
護
福
祉
課
認
定
係
に
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▽
確
定
申
告
で
お
む
つ
代
に
つ

い
て
医
療
費
控
除
を
受
け
る
の

が
２
年
目
以
降

▽
お
む
つ
を
使
用
し
て
い
る
方

が
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を

受
け
て
い
る

▽
介
護
保
険
主
治
医
意
見
書
で

お
む
つ
を
使
用
し
て
い
る
方
の

寝
た
き
り
度
・
尿
失
禁
が
確
認

で
き
る

※
手
数
料
２
百　

円
が
必
要
で

５０

す
。

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
（
健
康

福
祉
事
務
セ
ン
タ
ー
内
）
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
７
５
９
、
東
村

山
税
務
署
�　

（
３
９
４
）
６

０４２

８
１
１

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険

者
（
自
営
業
者
な
ど
と
そ
の
配

偶
者
お
よ
び
学
生
な
ど
）
と
国

民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
い
る

方
は
、
保
険
料
を
毎
月
、
ご
自

身
で
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る

と
、
受
給
す
る
年
金
額
が
少
な

く
な
っ
た
り
、
障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ

な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
年
金
を
受
給
す
る
た

め
に
は
、　

年
以
上
の
納
付
期

２５

間
が
必
要
で
す
。
保
険
料
は
忘

国

民

年

金

保
険
料
の
集
合
徴
収
と

年

金

相

談
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課
題
の
検
討
が
始
ま
り
ま
し

た
。
懇
談
会
の
委
員
は
左
表
の

と
お
り
で
す
。

　

新
た
な
基
本
構
想
は
、
懇
談

会
で
の
検
討
を
経
て
、
平
成　
１９

年
３
月
に
策
定
す
る
予
定
で

す
。

問
合
せ　

産
業
振
興
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
３
３

れ
ず
に
納
め
る
よ
う
に
し
ま
し

ょ
う
。

　

当
日
は
、
保
険
料
の
未
納
が

あ
る
方
を
対
象
に
保
険
料
の
徴

収
を
行
い
ま
す
が
、
年
金
受
給

権
な
ど
の
相
談
に
も
、
武
蔵
野

社
会
保
険
事
務
所
職
員
が
応
じ

ま
す
。
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

と　

き　

１
月　

日
（
月
）　

２３

午
前　

時
〜
午
後
４
時

１０

と
こ
ろ　

市
役
所
５
階
５
０
１

会
議
室

持
ち
物　

年
金
手
帳
、
通
知
は

が
き
な
ど
保
険
料
関
係
書
類

問
合
せ　

武
蔵
野
社
会
保
険
事

務
所
国
民
年
金
保
険
料
課
�
０

４
２
２
（　

）
１
４
１
１

５６

 　

国
民
年
金
の
任
意
加
入
期
間

に
加
入
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ

り
障
害
基
礎
年
金
な
ど
を
受
給

し
て
い
な
い
障
が
い
者
の
方
を

対
象
と
し
た
福
祉
的
措
置
と
し

て
、
特
別
障
害
給
付
金
制
度
が

特
別
障
害
給
付
金
制
度

�
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平
成　

年
４
月
に
創
設
さ
れ
ま

１７

し
た
。

対　

象　

▽
平
成
３
年
３
月
以

前
に
国
民
年
金
任
意
加
入
対
象

で
あ
っ
た
学
生

▽
昭
和　

年
３
月
以
前
に
国
民

６１

年
金
任
意
加
入
対
象
で
あ
っ
た

被
用
者
（
厚
生
年
金
、
共
済
組

合
な
ど
の
加
入
者
）
の
配
偶
者

※
こ
れ
ら
の
方
の
う
ち
、
当

時
、
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し

て
い
な
か
っ
た
期
間
内
に
初
診

日
が
あ
り
、
現
在
、
障
害
基
礎

年
金
１
級
・
２
級
相
当
の
障
が

い
に
該
当
す
る
方
が
対
象
と
な

り
ま
す
。
た
だ
し
、　

歳
に
達

６５

す
る
日
の
前
日
ま
で
に
当
該
障

が
い
状
態
に
該
当
し
た
方
に
限

ら
れ
ま
す
。
な
お
、
障
害
基
礎

年
金
や
障
害
厚
生
年
金
、
障
害

共
済
年
金
な
ど
を
受
給
す
る
こ

と
が
で
き
る
方
は
対
象
に
な
り

ま
せ
ん
。

※
原
則
と
し
て
、　

歳
に
達
す

６５

る
日
の
前
日
ま
で
に
請
求
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
平
成　
１７

年
４
月
１
日
時
点
で　

歳
を
超

６５

え
て
い
る
方
に
つ
い
て
は
、
平

成　

年
３
月　

日
ま
で
請
求
す

２２

３１

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

平
成　

年
４
月
１
日
以
降　

歳

１７

６５

に
達
す
る
方
で
、
生
年
月
日
が

昭
和　

年
４
月
３
日
か
ら
昭
和

１５

　

年
４
月
２
日
ま
で
の
方
に
つ

２０い
て
は
、
年
齢
に
応
じ
て
、
経

過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

支
給
額
（
平
成　

年
度
）　

▽

１７

障
害
基
礎
年
金
１
級
相
当
に
該

当
す
る
方
…
月
額
５
万
円

▽
障
害
基
礎
年
金
２
級
相
当
に

該
当
す
る
方
…
月
額
４
万
円

※
給
付
金
は
、
請
求
の
あ
っ
た

月
の
翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま

す
。

※
本
人
の
所
得
に
よ
り
支
給
制

限
が
あ
り
ま
す
。

※
老
齢
年
金
、
遺
族
年
金
、
労

災
補
償
な
ど
を
受
給
し
て
い
る

場
合
に
は
、
そ
の
受
給
額
相
当

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

請
求
先　

問
合
せ
先
へ

問
合
せ　

保
険
年
金
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
３
１

 
募
集
職
種
、応
募
資
格
、採
用
予

定
人
数
な
ど　

左
表
の
と
お
り

試
験
案
内
・
申
込
書
な
ど
の
配

布　

問
合
せ
先
で
配
布

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（h

t
t
p
:
/
/

w
w
w
.
k
o
u
r
i
t
u
-
s
h
o
w
a
.
j
p

）か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
詳
細
は
、
採
用
試
験
（
選
考
）

職

員

募

集

昭
和
病
院
組
合

案
内
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
み　

２
月　

日
（
金
）
ま

１０

で
（
看
護
師
は
１
月　

日（
月
）

３０

ま
で
）（
必
着
）
に
、
採
用
試
験

（
選
考
）受
験
申
込
書
に
卒
業
証

明
書
ま
た
は
免
許
証
の
写
し
な

ど
の
必
要
書
類
を
添
え
て
、
問

合
せ
先
へ
持
参（
代
理
人
可
）ま

た
は
配
達
記
録
で
送
付

問
合
せ　

公
立
昭
和
病
院
総
務

課
人
事
係
�
０
４
２
４
（　

）
６１

０
０
５
２
内
線
２
２
４
８

　

タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
市

民
と
市
長
の
対
話
集
会
）で
は
、

市
民
の
皆
さ
ん
の
疑
問
や
提
案

を
、
市
長
が
直
接
お
聞
き
し
ま

す
（
左
表
、
上
水
南
公
民
館
会

場
を
追
加
）。

　

こ
れ
ま
で
の
内
容
は
、
小
平

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
市
役
所
１

階
市
政
資
料
コ
ー
ナ
ー
で
閲
覧

で
き
ま
す
。

※
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。

問
合
せ　

秘
書
広
報
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
０
８

 　

そ
れ
ぞ
れ
、傍
聴
で
き
ま
す
。

�
第
２
回　

住
居
表
示
整
備
審

議
会

と　

き　

１
月　

日
（
水
）　

２５

午
後
２
時
〜
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
３
階
庁
議
室

定　

員　

７
人

議　

題　

こ
れ
か
ら
の
住
居
表

示
整
備
計
画
に
つ
い
て

申
込
み　

当
日
、
午
後
１
時　
４０

分
に
、
問
合
せ
先
で
受
付
（
申

込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　

市
民
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
２
０

�
第
３
回　

国
民
健
康
保
険
運

審
議
会
な
ど
の

審
議
会
な
ど
の

日

程

日

程

営
協
議
会

と　

き　

１
月　

日
（
木
）　

２６

午
後
１
時　

分
か
ら

３０

と
こ
ろ　

市
役
所
６
階
大
会
議

室定　

員　
　

人
１０

議　

題　

平
成　

年
度
国
民
健

１８

康
保
険
事
業
特
別
会
計
予
算

（
案
）
に
つ
い
て
ほ
か

申
込
み　

当
日
、
午
後
１
時　
１０

分
か
ら
、
会
場
で
受
付
（
申
込

み
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　

保
険
年
金
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
２
９

�
第
１
回　

学
校
介
助
員
検
討

委
員
会

と　

き　

２
月
１
日
（
水
）

午
前　

時
か
ら

１０

と
こ
ろ　

市
役
所
５
階
５
０
３

会
議
室

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ

問
合
せ　

指
導
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
７
２

�
第
５
回　

総
合
的
な
交
通
体

系
の
あ
り
方
懇
談
会

　

平
成　

年
６
月
か
ら
行
っ
て

１７

き
た
懇
談
会
も
今
回
で
最
後
に

な
り
ま
す
。
今
ま
で
検
討
し
て

き
た
市
内
の
交
通
体
系
の
あ
り

方
、
解
決
策
の
ま
と
め
を
行
い

ま
す
。

と　

き　

２
月
２
日
（
木
）　

午
後
２
時
か
ら

と
こ
ろ　

市
役
所
６
階
大
会
議

室申
込
み　

当
日
、
会
場
へ

問
合
せ　

ま
ち
づ
く
り
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
５
４

 　

東
京
都
お
よ
び
各
市
区
町
村

が
共
同
で
都
市
計
画
公
園
・
緑

地
の
整
備
を
計
画
的
・
効
率
的

に
進
め
る
た
め
、
整
備
方
針
の

策
定
を
進
め
て
い
ま
す
。
今

都
市
計
画
公
園
・

緑
地
の
整
備
方
針
（
案
）

意
見
、
提
言
を
募
集

回
、
先
に
公
表
し
た
「
中
間
の

ま
と
め
」
に
対
す
る
意
見
な
ど

を
参
考
に
、
今
後
、
優
先
的
に

整
備
す
る
予
定
の
公
園
・
緑
地

な
ど
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

内
容
は
、
東
京
都
都
市
整
備

局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
、
問
合

せ
先
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

　

ご
意
見
、
ご
提
言
を
、
１
月

　

日
（
火
）
ま
で
に
、
東
京
都

３１都
市
整
備
局
へ
お
寄
せ
く
だ
さ

い
（
送
付
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、

電
子
メ
ー
ル
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

可
）。

問
合
せ　

▽
東
京
都
都
市
整
備

局
公
園
緑
地
計
画
担
当
（
〒　
１６３

�
８
０
０
１
）
�　

（
５
３
８

０３

８
）
３
２
６
４
、
�　

（
５
３

０３

８
８
）
１
３
５
４
、
電
子
メ
ー
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m
e

t
r
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t
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k
y
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▽
水
と
緑
と
公
園
課
�　

（
３

０４２

４
６
）
９
８
３
０
、
�　

（
３

０４２
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現

１８

在
、
満　
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満
の
方
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４０

社
会
福
祉
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有
し
、
病
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に
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福
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医
療
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方
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１９

医療費控除の対象となる介護保険サービス

対象となる金額対象となるサービス
１割自己負担額と居住費・食費にかかる自己
負担額の合計の２分の１

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）施　

設 １割自己負担額と居住費・食費にかかる自己
負担額

介護老人保健施設
介護療養型医療施設

１割自己負担額
※居宅サービス計画（ケアプラン）に位置づ
けられ、医療系介護サービスといっしょに
利用していることが前提です。
※保険給付の支給限度額超過分（全額自己負
担となった部分）は控除の対象となりませ
ん。
※通所介護の食費、短期入所生活介護の居住
費・食費は控除の対象となりません。

訪問介護
（生活援助を除く）
訪問入浴介護
通所介護
（デイサービス）
短期入所生活介護
（ショートステイ）

福
祉
系

居
宅
サ
ー
ビ
ス サービス利用の際の自己負担額と食費にかか

る自己負担額
※保険給付の支給限度額超過分（全額自己負
担となった部分）も控除の対象となります。

訪問看護
訪問リハビリ
居宅療養管理指導
通所リハビリ
（デイケア）

医
療
系

１割自己負担額と居住費・食費にかかる自己
負担額

短期入所療養介護
（ショートステイ）

タウンミーティング　日程

と こ ろと　　き

鈴木地域センター２月４日（土）

小川東第二地域センター２月１８日（土）

上水南公民館２月２５日（土）

※時間は、いずれも午後７時～９時です。

小平市都市農業基本構想懇談会委員
所 属 な ど氏　　　名

小平市農業委員会会長○　飯田　幸一
東京都農業振興事務所
農務課地域計画担当係長　　井出野　勉

小平市観光農業協会会長　　尾�　一三
市民公募委員　　粕谷　英雄
市民公募委員　　金子　義和
市民公募委員　　岸　源三
東京都農業会議業務部長　　北沢　俊春
東京むさし農業協同組合　
代表理事組合長　　佐藤　純一

小平市園芸組合組合長　　高橋　清一
東京むさし農業協同組合　
小平地区青壮年部部長　　福島　和宏

東京農工大学農学部教授◎　淵野　雄二郎
市民公募委員　　前田　三郎
小平市消費者団体連絡会　　水口　和恵

※　◎…座長、○…副座長。
※　敬称略、５０音順。


